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○
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和
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年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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（
政
治
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体
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収
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）
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示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

品
川
区
、
板
橋
区
及
び
江
戸
川
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二

十
九
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
バ
デ
ィ
ク
リ
エ
イ
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

鈴
木

啓
介

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
三
丁
目
二
十
一
番
一
号
プ
ラ

フ
ロ
ー
ル
神
宮
前
二
階

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
五
一
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
六
日

二

処
分
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
二
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
志
茂
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
十

七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
市
谷
加
賀

町
一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス－

一
・
二－

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
清
家
あ
い
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書

の
要
旨
（
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

清
家
あ
い
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

０

」
を

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

本
年
収
入
額

７８,００００

７８ ,０００

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「２
支
出
総
額

０

」
を

「２
支
出
総
額

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

０

７８ ,０００

」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附
の
総
額

７８,０００

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

７８,０００

個
人
か
ら
の
寄
附

７８,０００

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
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二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
八
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
第
十
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
選
挙
区
支
部
、

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東
久
留

米
総
支
部
及
び
清
家
あ
い
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
八
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「５７
,２２０
,０７４

」
を
「５８

,６７１
,０７４

」
に
、
「４９

,１８５
,０２２

」
を

「５０,６３６,０２２

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「２,５７９,５２２

」
を
「４,０３０,５２２

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中

「３
本
年
収
入
の
内
訳

」
を

「３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１,４５１,０００

」
に

（
１
，
０
３
３
人
）

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「８６
,６６３
,８８５

」
を
「８６
,７６３
,８８５

」
に
、
「８３

,１６７
,８１０

」
を

「８３,２６７,８１０

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「２０,６６７,３９８

」
を
「２０,７６７,３９８

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「５１

,７７０
,０００

」
を
「５１

,８７０
,０００

」
に
、

「４０,９５０,０００

」
を
「４１,０５０,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳

（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

東
京
都
医
師
政
治
連
盟
中

野
支
部

全
国
美
術
商
懇
話
会

５００,０００

２００ ,０００

中
野
区

港
区

」
を

「

東
京
都
医
師
政
治
連
盟
中

野
支
部

５００,０００
中
野
区

」
に
、

「

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟

２００,０００
千
代
田
区

」
を

「

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟

全
友
会

２００,０００

３００ ,０００

千
代
田
区

千
代
田
区

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「８２

,０４３
,８０９

」
を
「８２

,３０９
,１２１

」
に
、
「７２

,９３６
,６５０

」
を

「７３,２０１,９６２

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「４８,０５５,１７２

」
を
「４８,３２０,４８４

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「２７,８３０,０００

」
を
「２８,０９５,３１２

」
に
、

「

自
由
民
主
党
東
久
留
米
総
支
部

５０,０００

」
を

「
自
由
民
主
党
東
久
留
米
総
支
部

３１５,３１２

」
に

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「１６,７９２,７１４

」
を

「１７,０５８,０２６

」
に
、

「

う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供

与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

３,８２０,０００

」
を

「

う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供

与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

４,０８５,３１２

」
に
、

「

寄
附
・
交
付
金

３,８２０,０００

」
を

「

寄
附
・
交
付
金

そ
の
他
の
経
費

３,８２０,０００

２６５ ,３１２

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
の
部
２
支
出
総
額
の

項
中
「８４,５５０,２５６

」
を
「８６,２５０,２５６

」
に
、
「１２７,２３８,５１６

」
を

「１２５,５３８,５１６

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「４９
,９０２
,９４１

」
を
「５１

,６０２
,９４１

」
に
、
「１１

,１１０
,０００

」
を

「１２,８１０,０００

」
に
、
「１５,２５０,０００

」
を
「１６,９５０,０００

」
に
改
め

る
。自

由
民
主
党
東
久
留
米
総
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「３
,９８２

,４２０

」
を
「４

,２４７
,７３２

」
に
、
「１

,９３７
,３１７

」
を

「２,２０２,６２９

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「１,７５７,２９０

」

を
「２,０２２,６０２

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１７１７

」
を

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１
件

１
０
万
円
以
上
の
も
の

金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄

附
相
当
分

２６５,３２９１７

２６５ ,３１２

２６５ ,３１２

」
に

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「

経
常
経
費

光
熱
水
費

９９６,０７６

４４ ,１１１

」
を

「

経
常
経
費

４０９,１８３

」
に
、

「７７５,２０７

」
を
「２３２,４２５

」
に
、
「７６１,２１４

」
を
「１,６１３,４１９

」

に
、
「５０

,０００

」
を
「３１５

,３１２

」
に
、
「４８１

,２１４

」
を

「１,０６８,１０７

」
に
、
「８０,０００

」
を
「３４５,３１２

」
に
改
め
る
。

清
家
あ
い
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

０

」
を

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

本
年
収
入
額

１５６,０００

７８ ,０００

７８ ,０００

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「２
支
出
総
額

０

」
を
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「２

支
出
総
額

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

０

１５６ ,０００

」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附
の
総
額

７８,０００

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

７８,０００

個
人
か
ら
の
寄
附

７８,０００

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

青
梅
市
藤
橋
二
丁
目
百
二
十
番

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

青
梅
市
新
町
一
丁
目
十
一
番
十
三
、

同
番
二
十
四
及
び
同
番
二
十
五

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

東
久
留
米
市
下
里
七
丁
目
三
百
九

十
番
一
、
三
百
九
十
二
番
一
及
び

三
百
九
十
三
番

東
大
和
市
中
央
四
丁
目
九
百
六

十
二
番
地
の
七

株
式
会
社
東
京
メ
イ
ン
ラ
ン
ド

代
表
取
締
役

竹
崎

靖
彦

府
中
市
白
糸
台
六
丁
目
三
番
一
、

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

同
番
四
、
同
番
五
、
同
番
二
十
一

及
び
同
番
三
十
一

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

樋
口

賀
大

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

御
徒
町
吉
池
本
店
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

台
東
区
上
野
三
丁
目
二
十
七
番
十
二
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
吉
池
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

台
東
区
上
野
三
丁
目
二
十
七
番
十
二
号

ほ
か

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
上
野
三
丁
目
計
画

六

変
更
後
の
店
舗
名

御
徒
町
吉
池
本
店
ビ
ル

七

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
吉
池

八

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

髙
橋

新
平

九

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

髙
橋

登

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
吉
池
ほ
か
二
名

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
吉
池
ほ
か
三
名

十
二

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
吉
池
ほ
か
二
名

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

（
株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

山
口
県
山
口
市
佐
山
一
万
七
百
十
七
番

地
一
（
株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
）
ほ
か

十
五

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

髙
橋

新
平
（
株
式
会
社
吉
池
）

十
六

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

髙
橋

登
（
株
式
会
社
吉
池
）

十
七

変
更
日

令
和
二
年
七
月
十
七
日
ほ
か

十
八

届
出
日

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

十
九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

二
十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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